
 
 
 
熊本地震での甚大な被害は、ニューズを聞くたびに、心が痛みます。地震をはじめ、様々

な災害に対応するため、これまでにいろいろな形で様々な文書を出してきました。 
今号では、「練馬区における自然災害の対応について」をはじめ、皆さまにお知らせ・お願

い等をまとめて掲載いたしました。 
本校では、生徒の身の安全を守り、安心して中学校生活を送れるように万全の対策を講じ

ます。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

 
 

★練馬区学校連絡メール（すぐメール）の登録 

…まだの方は至急登録を。 
 

 

 

 
★練馬区における自然災害時の対応について 
練馬区教育委員会では、自然災害が発生したときの対応として、以下のことを定めています。 

１ 地震発生時の保護者引き渡しの原則 
□学校を含む地域の震度「震度５以上」 
・保護者が引き取りに来るまで、生徒を学校に待機させる。 
・時間がかかっても、保護者が引き取りに来るまでは、生徒を学校で保護しておく。 

□学校を含む地域の震度「震度４以下」 
・原則として、引き渡しは行わず、下校させる。 
・交通機関に混乱が生じ、保護者が帰宅困難になることが予想される場合、事前に保護者から
の届けがある生徒については、学校で待機させ、保護者の引き取りを待つ。 

□生徒が家庭で生活している際に、震度５弱以上の地震が発生した場合 
避難拠点要員が電話の使用や施設の被害状況を確認し、避難拠点を開設する。授業の開始時

期については、学校や地域の様々な状況を踏まえ、決定する。 
２ 気象警報発表時における臨時休業等の対応について 
□臨時休業となる場合 
・当日午前７時の時点で、気象庁から「練馬区」について、「特別警報（大雨・強風・大雪・
暴風雪等）」または、「暴風警報」「暴風雪警報」が発表されている場合は、臨時休業となる。 

・河川の洪水や浸水害が心配される地域は、「大雨警報」や「洪水警報」の発表により、各学
校の判断で、臨時休業することができる。その際、保護者に学校の対応を事前に通知する。 

★練馬区では「震度５弱以上」で、区立小・中学校が、「避難拠点」 
を開設します 

（１）震度５弱以上で、すべての教育活動が中止され、避難拠点が開設されます。 
・夜間や休日の場合は、練馬区避難拠点要員が、避難拠点を開設します。 

・   ・平日で授業を行っている場合は、教職員が避難拠点を開設し、その後、区避難拠点要員と協
力して避難拠点を運営していきます。 

・「避難拠点」とは、「避難所」と「防災拠点」をあわせた言葉です。 
（２）石神井東中学校では、備蓄倉庫に、避難備品や消耗品など、７００人分が準備されています。 
（３）石神井東中学校は、医療拠点を担っています。 

 

保護者の皆さまへのお知らせとお願い 

★生徒の写真について 

（１）学校のホームページ、学校便り、研究紀要等の中で、教育活動（主として行事）の様子を伝

える写真を掲載します。 

（２）掲載に際しては、本人が特定しにくいよう配慮いたしますが、もしお子様の写真を載せない

よう希望するご家庭がありましたら、お手紙等で担任を通してご連絡ください。 
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大いなる未来のぞみて！！ 

校長 堀井安伸 

５月１日は本校の６９回目の開校記念日でした。練馬区が板橋区から独立し
た年と同じ昭和２２年に開校し、今に至ります。今年は曜日の関係で２日でし
たが、毎年、この開校記念日に全校朝礼を行い、教員も生徒も一緒に本校の歴
史と伝統を意識し、自分たちの学校に愛着を持つ機会にしています。今年は、
校歌の一節にある「大いなる未来のぞみて」と「大いなる未来のために」に触
れ、過去を大切にしながらも、生徒たちの輝く未来をつくり続けることこそが、
本校の伝統的な精神であることを、生徒たちと確認しました。これまで支えていただいている近隣
の皆様方をはじめ、地域の皆様、保護者の皆様方には、日頃よりたいへんお世話なっておりますが、
ぜひこれからも本校の教育活動にご理解・ご協力をいただきますようお願いいたします。 
 さて、今年度の変更点についてお知らせします。伝統の一つである運動会を、新たな三学期制の
移行に伴って、６月４日（土）に開催いたします。毎年、男子の組み体操、女子のソーラン節は、
まさに本校の伝統として受け継ぎ、その中で、３年生の力強い見事なリーダーシップと全校生徒が
「心をひとつに」した集団行動でした。しかし、昨今、報道で多く取り上げられているように、組
み体操の危険性が強く指摘されています。たしかに、組み体操の種目によっては、安全を確実に確
保できないものもあります。安全を確保するためには十分な練習時間が必要になりますが、最近は、
授業時数確保の関係で十分な練習時間を設定できなくなっています。そこで、十分に検討した結果、
男子の組み体操、女子のソーラン節に替えて、安全が確保でき各学級が心をひとつに団結して取り
組める競技「大縄飛び」を実施することにしました。合唱コンクールと同様に、各学級が競い合う
ことで築かれる学級での「絆」を目的としています。そして、本校の新たな伝統となることを期待
しています。今年も、ご来校いただいた方々を感動させる運動会をつくり上げ、あらたな伝統を築
いていこうと生徒たちは日々努力しています。どうかご理解いただけますようお願いします。 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
本校の学校経営計画をご紹介します。なお、紙面の都合上「本年度の重点目標」のみとさせてい

ただきます。全文は本校のホームページをご覧ください。 

本年度の重点目標（短期経営目標）Ｈ２８ 
①人権教育を推進し、自他を尊重する心の育成 
     本年度の成果目標 検証方法 

自他の生命を尊重し正義を愛する心の育成 事後感想文および年度末のアンケート 

  項  目 達成基準 具体的な方策 

いのちを大切にす
る心の育成 

 

・いのちの大切さについての理
解度を１００％にする。 

・いじめ被害「０」を目指す 

・「いのちの授業」を全校生徒対象に年１回以上実
施し感想文の実施と検証。 

・いじめ防止にかかわる具体的な実践を確実に行
い、早期発見、早期対応を徹底。 

道徳的心情の育成 

 

・道徳の授業の充実度を８０%以
上にする 

・交流活動・職場体験等の充実
度８０％以上にする 

・年間計画の完全実施と授業内容の充実を図るため
の校内研修を年２回実施。 

・体験活動の企画立案において充実度の向上を意識
し、確実に実施。 

②授業改善による学力の定着及び学力向上 

     本年度の成果目標 検証方法 

基礎学力の確実な向上と応用力の育成 事後および年度末のアンケート 

  項  目 達成基準 具体的な方策 

授業改善 

（教科・道徳・総合
的な学習の時間） 

・学習する意欲が高まったと実
感できた生徒を７０％以上に
する。 

・授業評価項目「わかりやすい」 

を９０％以上にする 

・最新の授業改善方法を取り入れる等の工夫、小中
一貫教育の課題改善ｶﾘｷｭﾗﾑの実践と新たな研究
課題への取組。 

・７月と１２月に生徒による授業評価を行う。９月
に授業改善推進プラン完成。 



家庭学習の定着 

教養ある生徒の育成 

・宿題の提出率を９０％以上に
する。 

・全生徒が年間３冊以上の読書
を達成させる 

・補習・日々の宿題の工夫等と未提出者へのケアー
による学習習慣の定着。 

・毎朝の石東タイムの実施と図書室の充実。毎月の
明確な啓発活動を実施。 

③生活指導を充実させ、基本的な生活習慣の確立と規範意識の醸成 

     本年度の成果目標 検証方法 

規範意識向上にともなう実践力の向上 中間および年度末のアンケートと意識調査 

  項  目 達成基準 具体的な方策 

生活習慣の定着と
社会性の修得 

 

・「あいうえお」の実践の達成感
を８０％以上にする 

・「早寝早起き朝ご飯」の定着度
を７０％以上にする 

・生活指導部、生徒会の取り組みを中心に全校体制
で粘り強く啓発していく。 

・学校だより、給食だより、朝礼講話、生徒会活動
等で啓発。 

規範意識の醸成 

 

 

・社会や集団への貢献度感を 
８０％以上にする 

・社会や学校のルールを遵守した
生徒を９０％以上にする 

・地域行事ボランティア等の社会貢献的な活動への
参加を推奨。道徳の授業の充実 

・主体的に自身の生活を管理・向上させるために生
徒会や学級活動を充実。 

④キャリア教育を充実させ、主体的な自己実現に取り組む生徒の育成 

     本年度の成果目標 検証方法 

自己有用感、自己肯定感を育み人間力の育成 事後および年度末のアンケートと感想文 

  項  目 達成基準 具体的な方策 

達成感の体験を通し
た人間力の育成 

 

・各行事や部活動の充実度、及び
感動度を９０％以上にする 

・夢や目標の実現を目指そうとす
る生徒を８０％以上にする 

・各行事の計画、立案において内容の精選と工夫を
図り各学年の指導を充実させる 

・キャリア教育による進路指導を充実させ、生徒自
身のＰＤＣＡサイクルを育成。 

人間力の育成と健
康・食育に対する意
識の向上 

・人間関係力と集団の向上度 

８０％以上にする 

・自身の健康・食育への関心度
を９０％以上にする 

・全校でＱ-Ｕアンケートの実施と、ソーシャルス
キルトレーニング等の活用。 

・徹底して啓発活動の工夫を実践。学活等でそれを
活用した指導を実施。 

     ご意見をお寄せください。０３－３９９６－２１５８（校長室） 
   ホームページ：http://www.shakujii-e-j.nerima-tky.ed.jp/ 

 
  

●離任式〈４月２８日（金）〉 
転任された先生方がお越しになり、在職中の思い出や在校生と別れ    

を惜しむお話をしていただきました。代表生徒からは、感謝の言葉と  
花束を贈呈しました。 
離任された先生方、今までご尽力ありがとうございました。 

 
 
●情報モラル講習会〈5月９日（月）〉 
 東京都 ファミリ eルール事務局 統括マネージャー 山本 啓史 様を講
師としてお招きし、第一部は 2 年生生徒を対象にスマートフォンを使った
トラブルの実情をお話しいただきました。第二部では、保護者の方を対象
に「スマートフォンを持つ際のルール」についてお話しいただきました。
ご多用の中、たくさんの方にご来校いただき、ありがとうございました。 
 
 

●生徒総会〈５月１３日（金）〉 
生徒会本部役員が中心になり、全校生徒が参加する生徒総会を行い 

ました。各クラスの代表生徒が学級討議を経た委員会の活動方針等に 
対する質問や要望、意見等の質疑応答を行いました。委員長も質問等 
に対してしっかりと委員会の意見を話すことができました。１年生に 
とっては委員会活動について詳しく知る良い機会となりました。 

 
 
１日（水）区学力調査（３年） ４日（土）運動会  ６日（月）振替休業日  ８日（水）運動会予備日 
９日（木）眼科検診    １１日（土）学校公開・いのちの講演会  １３日 (月) セーフティ教室 

１６日（木）耳鼻科検診    ２０日（月）食育の日   ２２日（水）区中研優先日 
２４日 (金)校区別協議会（リトルティーチャー）        ６月２９日（水）～７月 1 日(金)期末テスト 

 

  

主な行事の紹介 

6月の主な行事 

http://www.shakujii-e-j.nerima-tky.ed.jp/


 

 

●サッカー部 
〔区春季大会〕 

対   対 光が丘四中 ７－０ 
対   対 開進三中   ２－１ 
対   対 練馬中   ０－１ 

●卓球部 
〔区春季大会〕 
〔団体戦男子〕 
対 豊玉中 ４－１ 
対 石西中 ０－５ 

〔個人戦男子ダブルス〕 
《ベスト 32進出》 
池澤・駒沢組 
武子・山田組   

●女子バレーボール部 
［区春季大会］ 
対 開進四中  ０－２ 
対 上石神井中 ０－２ 
対 富士見中  2－0 

 
 

 
●演劇部 
 新入生歓迎会公演 
 『芋ようかん』 

 
●野球部 
〔区春季大会〕 
対 開進三中 ５－０（1回戦） 
対 大泉西中 ２－９（2回戦） 

 

 

●女子バスケットボール部 
〔第３ブロック大会〕 
対 文大杉並（杉並）３５－６４ 

 

●男子バスケットボール部 
〔第３ブロック大会〕 
対 開進三中（練馬）４９－４６（2回戦） 
対 田柄中 （練馬）５０－３９（3回戦） 
対 中野中 （中野）４７－３９（４回戦） 
対 高井戸中（杉並）３６－６６（５回戦） 

 

●男子硬式テニス部 
〔第３ブロック大会〕 
〔シングルス〕 《優勝》 《準優勝》  

《ベスト 8》 《ベスト 16》 
《ベスト 20》          ★7名都大会進出 

〔ダブルス〕  柴﨑・真庭ペア 《準優勝》 相原・南雲ペア《ベスト４》 
箭内・角田ペア  松﨑・宮良ペア《ベスト８》    ★4ペア都大会進出 

●女子硬式テニス部 

〔第３ブロック大会〕 
〔シングルス〕 《3位》★都大会進出 

 本戦１R 進出 都大会補欠  

 
 

 
 

文部科学省は、「児童生徒の安全確保に関わる対応等について」を定め、都教委、区教委を通じて、

以下のような具体的な対応を求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

欠席が連続した場合は、学校より連絡させていただくことがあります。ご理解の上よろしくお願いし
ます。 

①  学校を休む場合は、生徒手帳の連絡欄に、保護者が理由を記入、押印して、友人や兄弟姉妹を通
じて学級担任に届けてください。 

② 生徒手帳の連絡ができない場合は、午前８時～午前８時１５分までの間に、保護者が学校に電話
をしてください。               （学校電話：０３－３９９６－２１５７） 

★生命または身体に重大な被害がおよぶおそれのある児童生徒の安全確保に係わる対応について 

（１）欠席連絡の有無を問わず、3日間連続で欠席した児童生徒には、学級担任等が家庭へ連絡を

取り、本人確認を行う。 

（２）正当な理由なく休業日を除き引き続き 7日間欠席した児童生徒には、家庭に連絡や訪問をし

て、本人確認を行う。 

（３）児童生徒の行方不明や家出が発生したり、トラブルに巻き込まれるおそれのある児童生徒の

情報を学校が把握した際には、速やかに区教育委員会に連絡する。 

 

（１）最終下校時刻は午後６時３０分です。 

（２）学校行事、生徒会活動、学級活動（清掃活動などを含む）がある場合は、部活動よりもそれら

を優先させて取り組む。 

（３）活動のルールを守り、顧問の指示に従うこと。 

（４）定期考査１週間前は、原則として活動を停止とする。 

部活動の決まり(抜粋) 

連続した生徒欠席の場合の対応について 

大会等の報告 

 


